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明治後期における旧制高等学校入試
一文部省の入試政策と各学校への影響を中心に－
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はじめに

近現代の日本教育史の巾で，高等教育機関のへの入学

には必ずといっていいほど入学試験を通過することが必

要とされてきた。１８７７（明治１０）年に成立した東京大学

でも入試は行われていたし，その前身である開成学校に

おいても少なくとも１８７５（明治８）年から入試が行われ

ていた'。しかし実際には，東京大学にせよ開成学校にせ

よその予備教育機関の入試の方が問題であり，その流れ

は戦前期にわたって続いていたといえる。

学制頒布以来教育制度の改正とともに高等予備教育機

＊慶雁義塾大学大学院社会学研究科教育学専攻博士課程

（日本教育史）

関も変化し，入学試験制度もその変化に伴い改革が行わ

れた。１８９４（明治２７)年の高等学校令により成立した旧

制高等学校は，1９１８（大正７）年の高等学校令による改

革はあったにせよ１９５０（昭和２５）年までその命脈を

保った。ところが，旧制高等学校が成立してからもしば

しば入試制度改革が行われ，１０年以上持続した制度は

ほとんどない。戦後の新制大学においてもしばしば入試

制度改革がなされてきた。

しかし，なぜこれまでの問しばしば入試制度に手を加

えられ続けたのだろうか。それをめぐる議論の中で一体

どのような意見が交わされ，改革を実行する上でどのよ

うな力学が働いていたのだろうか。本論文では，総合選

抜制期を中心に明治後期の旧制高等学校入試を主に政府
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と旧制高等学校の立場から分析をすすめ，入試のゼロ・

サム化の進展とともに厳しい受験競争が発生し始めたこ

の時期の入試改革がどのような意味を持ちえたのかを探

ることにする2．

旧制高等学校入試に関する研究はこれまでさまざまな

形で行われてきた３．Ｒ本教育史以外での歴史的な関心

に基づく研究としては，教育社会学者による研究があ

る。天野郁夫『試験の社会史」（東京大学出版会，1983）

や竹内洋『学歴貴族の栄光と挫折』（『日本の近代」１２，

中央公論新社，1999）といった教育社会学の研究におい

ても旧制高等学校入試について論じられているが，これ

らの研究は入学試験そのものの歴史に関心の主眼がるわ

けではなく，実態の把握を主眼におく本論文とはその関

心を若干異にする。

日本教育史における研究としては，文部省告示や省令

以上の踏み込みがないという意味で問題はあるというも

のの，後の研究への影響力という点において教育史編纂

会「明治以降教育制度発達史」（龍吟社，1938-39）を噴

矢とすることができる。本格的な入学試験史研究として

は，佐々木享｢大学入試制度」（大月書店，1984)，同「大

学入試の歴史」（｢大学進学研究』37-90,1985-95）があ

る。双方とも戦後の大学入試と新制大学の起源となった

戦前期のさまざまな教育機関の入試について論じられて

おり，無試験検定などに関する配慮も十分になされてい

ると言える。しかし，その記述が『明治以降教育制度発

達史」を克服したとはいいがたい。寛田知義『旧制高等

学校教育の成立』（ミネルヴァ書房，1975）では，高等中

学校期から１９１８（大正７）年の高等学校令にいたるまで

の高等学校入試についても論じられており，五高と六高

の校友会雑誌を用いた学生の意識の研究など出色の点も

多い。しかしながら，制度史という点では佐々木と同じ

である。

佐々木や寛田の研究にみられる記述の問題点は，その

他のこれまでの日本教育史における研究4でも同様であ

る。本論文では，これまでの研究成果を踏まえ，「高等学

校大学予科入学者選抜試験報告』などの法令以外の諸資

料や教育関係雑誌，受験雑誌なども視野に入れて研究を

進めることにする。

なお，明治後期の旧制高等学校の学校数，入試の志願

者及び入学者と競争率は表ｌに示した通りである。

第１章旧制高等学校入試をめぐる政策過程

(1)総合選抜制導入前

当時の高等学校の設置状況は表ｌの通りであるが，文

｢文部省年報」明治３４年一明治４５年より

1898（明治３１）年から１９００（明治３３）年までの数

値は1900（明治３４）年の「文部省年報」の数値であ

る。

(備考）これと同様の表が斉藤利彦「競争と管理の学

校史」Ｐ､１２０にみられるが，斉藤作成の表の数値は

医学部・工学部も合わせた数値である。

本表は各年度の『文部省年報」より大学予科のみを抽

出して作成したものである。
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部省は高等学校の増設案に理解は示すものの，実際の増

設にはあまり熱心といえず，予算不足を理由に高等学校

の増設を拒んでいた。

旧制高等学校は高等学校令の条文からも明らかなよう

に，あくまで専門教育を行うところであった。しかし，

高等中学校が持っていた帝国大学への予備教育という側

面を受け継ぐものとして大学予科の設置も認めていた。

しかし，この専門教育機関としての高等学校は明治３０

年代に崩壊し，1906（明治３９)年にはすべて大学予科の

みの学校となった5。

このような中で議会などでは学制改革問題が論じら

れ，学制研究会などさまざまな団体が学制改革問題につ

いて議論を深めた6◎これらの学制改革問題の議論では，

高等学校は中学校に吸収させるか，大学に吸収させると

いった形で，ほとんどが廃止というものであったが，旧

制高等学校そのものには実際の影響は特になかった。

旧制高等学校の入学試験は，当初は高等中学校期と同

様に学校別選抜であった。国語及び漢文，数学，英語は

必須で，その他の科目は各学校が任意に決めることが出

来た。また，高等中学校時代から存在していた学区制は
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1896（明治２９）年に廃止となった。

日清戦争からＲ露戦争にかけての間に，中学校の学校

数は増加し，進学者も増加した。進学者の増加にはさま

ざまな背景が考えられるが，この中学校の増加の結果，

帝国大学への進学が保証されている高等学校の入学志望

者が増えることとなった。こうして旧制高等学校入試

は，もはやかつての予備門や高等中学校の入試とは違

い，ゼロ．サム化したものとなった。このような状況を

踏まえて，1900（明治３３)年の入学試験を同一日程で行

うことが決定された７．さらに１９０１（明治３４）年には，

入学試験は日程，問題ともに共通にし，受験地も志望校

以外の学校でもよくなった。また，選抜試験のほかに予

備試験も行うことになった。

このゼロ・サム化は入学試験に新たな議論を生み出す

ことになった。１９００（明治３３)年の高等学校長会議にお

いて「高等学校入学試験ノ程度ハ富分ノ内中学校卒業ノ

程度ヲ以テ標準トスルコト｣8が確認された。また，１９０１

(明治３４）年の高等学校長会議では，諮問案第五号とし

て「中事校二於ケル肇科程度改正ノ為高等畢校ノ人事試

験ハ新規定（改ｌＥされた中学校令施行規則・引用者註）

ノ程度二依ルヘキカ如何｣９とある。この諮問案の結論を

記した史料は管見の限り存在しないが，同年の『教育時

論』には「中翠校令施行規則の改正せられたる篇に，中

事校と高等畢校その他接績諸肇校との間に，畢科程度の

聯絡を失したるも，その善後策は未だ講ぜられず｣'０と

あり，結果的には学力面での溝をうめられなかったと考

えられるし，またこれを中学校の側から入試問題のレベ

ルを下の学校に合わせることを要求していると兄ること

も可能である。たしかに意見としては正当であるが，こ

の意見が出る１０年くらい前は尋常中学校卒業者が高等

中学校の予科や補充科に入学せざるを得ない状況だった

ことを考えれば大きな変化といえよう。

１９０１（明治３４）年１１月２５日から３０日にかけて第

６回高等教育会議が行われ，第２諮問案として高等学校

入学試験に関する事項が取り上げられることになった。

この諮問案はこの年から行われていた共通試験をさらに

徹底して総合選抜制を行うというものだった。

(諮問案第二）高等畢校人望試験に閥する事項

各高等畢校大畢稼科に畢力優等の者を入畢せしめん

が馬め来畢年より入肇試験は問題を同一にし同一試

験委員をして其答案を調査採黙せしめんとす

(参照）高等畢校大望橡科入望試鹸施行方法

一，高等畢校大望像科人事試験を施行する篇め文部

省に高等肇校大事像科入肇試験委員を置くこと

二，入肇試験の問題の選定答案の調査は試験委員之

を篇すこと

三，入単試験は各高等肇校に於て施行すること

四，人望志願者は其入望せんと欲する畢校に入塁す

ることを得ざるときは其次に入豊せんと欲する畢

校を順次指定することを得せしむること

五，入肇志願者は任意の受験地に於て人望試輪を受

くることを得せしむること

六，入肇試騎は中事校の事科目中五科目以内に就き

中肇校卒業の程度に依ること

七，人畢試験の成績順により分科別に分類し各高等

肇校に於ける募集の総員と同数なる人員を選出し

其内につき左の方法に依り配富すること（方法・

略）

八，人事試験合格者氏名族籍及其入肇すべき肇校名

等は官報に掲載することI’

諮問案の前文からして，この総合選抜制は学校増設を

要求する世論の流れとも先述した中学校側からの要求と

の関係は薄く，あくまで成績優秀者を採ることを企図し

ていたことが分かる。この諮問案は多くの議論を呼び審

議は難航するのだが，結局はほぼそのまま高等教育会議

を通過した。しかし，そのような中で当時宮城県の視学

官をつとめていた山田邦彦は反対論を展開した12・山田

によると，この改革案における問題点としては，学力考

査のみで，体力，品行，資産が分からないということ，

試験のみでは連だけで通過してしまうこともあること，

二高の場合過度の勉強により人学者の１割は病人であ

るということ，浪人などすれば予備校などで金がかかる

こと，諮問案の通り実施すれば試験問題漏洩の恐れがあ

るということを指摘した。そこで代案として，第一に中

学校卒業の資格で入学を許可し，定員を超えたときは中

学での成績をもとに採用し，按分比例により志望者の数

に応じてそれぞれ配分すること，第二に，高等工業学校

や高等商業学校で行われていたように，問題は中央で作

り，実施は各府県で行うよう提案した。山、の意見は反

映されなかったが，二つある代案のひとつに見られるよ

うにこの時期にすでに入学試験重視対平常点重視の構図

が生み出されていたことは注目に値する。また，その他

にも受験者5,000人規模の入学試験ゆえの事務上の煩

雑さが危倶されるというような意見もあった'３．しかし

ながら，このような意見は無視され，１９０２（11月治３５）年



５４社会学研究科紀要

４月の高等学校長会議を経て，総合選抜制は実施の運び

となった。

(2)総合選抜制期

1902（明治３５）年４月２５日，文部省告示第８２号に

よって総合選抜制が行われることになった。この告示に

対する政府による趣旨説明は管見の限り存在しないが，

『明治以降教育制度発達史」によれば，「日清戦役以後中

事校は盛に増設せられて従て其卒業者にして大事予科に

人事を志願する者は年年増加し入畢の許可を得ずして方

向に迷う者入肇者の四倍に及び而して高等畢校によりて

多少人畢に難易を生じ比較的優秀者にして志馴者多き肇

校に受験したるが魚に落第し，比較的劣等者も入肇志望

者少き畢校に受駿したるが蔦に及第することあり其間不

公平を来すこととなった｣'４とあり，学校間格差を解消

するために導入したということである。

文部省告示第８２号はその後２回にわたって若干改正

された。まず１９０３（明治３６）年４月２１日，文部省告示

第８４号により，予備試験が廃止されることになり，そ

の代わり専門学校入学者資格検定（専検）の合格者に受

験資格を付与することになった。また複数の部を志望す

ることが出来なくなり，それにより入学者の配当も志望

部別に行われることになった。ついで１９０４（明治３７）

年１月２５日，文部省告示第１６号によって宗教系の私

立学校の卒業生が選抜試験の受験資格を得られることに

なった。

ところで，表ｌを見れば明らかなように，１９０２（明治

35）年から１９０４（明治３７）年までは志願者が減少して

いる。文部省としては総合選抜制によって適格者選抜と

いう方針をより厳格にしたにすぎないので，志願者が増

えたところで大きな問題ではないはずである、しかし，

1905（明治３８）年５月に試験問題に関する通牒が出さ

れた。その内容は，高等教育機関の入学試験は中等教育

機関の目的の達成を妨げているので，試験問題の程度種

類などについて注意すべきということであった。事実こ

の翌年に発行された「明治三十八年度高等学校大学予科

入学者選抜試験報告」の巻頭言では，「高等翠校大望橡科

入肇者選抜試験問題二付テハ往々其ノ中望校ノ肇科程度

卜相伴ハサルヲ議スル者アリ本年ノ選抜試験二際シテハ

特二此黙二留意シテ問題ヲ選定シ高尚二過キ若ハ好奇二

類スルモノハ之ヲ舎テ成ルヘク平易ニシテ賞用ニ近キモ

ノヲ採樺センコトヲ期シタリ」'５とあり，問題のレベル

についての議論があることをふまえてその点に注意した

ことがうかがえる。そして，各教科とも平易，教科書し

第５２号２００１

ベルであり一度は授業で聞いたことがあるはずというコ

メントが多くみられる。

しかし実態はそうとはいえなかった。この報告の出版

の１ヶ月ほど前の『教育学術界』には，「高等畢校の入肇

試験問題に就いて望む所は，其問題の極めて普通平凡の

事にして，中事校が結1両j常識養成所たるに外なさざるこ

とに考へ及ぼさんこと」を主張し，高等教育諸機関の入

試問題中の難問奇問の一例を紹介した記事がみられ

る16.さらに１９０６（明治３９）年の『教育時論」では，「嚢

に各校（高等学校や各種専門学校・引用者註）における

前年の問題を取纏め，全幽中畢校の意見を徴」したとこ

ろ，「大膿に於て尚相鍵らず高尚に失し，中肇校の教授科

目の趣旨を無視せるもの少からず｣'７とあり，中学校側

からすれば難易度は改善されていないといえる。

そして，１９０６（明治３９）年５月の高等学校長会議で，

高等学校入試は学校別選抜にすることが建議された18．

その理由は，第一に入学者の多くは第一志望を都会の学

校にし，地方の学校を下にする傾向があるので，地方の

学校は劣等の生徒を収容することになるということ蔓:第

二に学校別選抜にすれば，万一の僕倖を期して都会に出

る者が減り，地方の学校を志望する優秀な生徒が増え

る。第三に下位の志望の学校に入学した者はややもすれ

ば不勉強に陥り，愛校心もわかない。第四に現行規定は

学力のみで生徒を採択しているということ。最後に現行

制度のもとでは定員一杯になるまで生徒を合格させるの

で，劣等の生徒が入学する可能性があるということで

あった。主要な問題点は祁市と地方の学校の学校間格差

である。

さらに高等学校長会議以外にも試験制度改正への動き

があった。文部省でも試験制度の弊害を見たうえで，欧

米の制度の研究や派遣による視察を行った19。また，大

島視学官によれば，１９０７（明治４０)年度の入学試験結果

を見た上で，現在の入学試験には問題は多いが廃止する

わけにはいかないので改良をする必要があるということ

であった20。

(3)総合選抜制廃止後

１９０８（明治４１）年３月１２日の文部省告示第７８号に

より総合選抜制は廃止された｡その理由に関して寛田

は，第一に志願者増により学校間格差の解消が遠くない

と推定されたこと，第二に事務上の複雑さと運営上の問

題をあげている2'◎たしかに第二の理由については，文

部省専|｣9学務長福原鎖二郎の「娩近高等肇校大撃像科人

畢志望者激増し年々七八千人に達するを以て之を一切文
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部省にして一括し選抜試験を執行するは雷に煩雑を極め

るのみならず何等の利稀なく試験答案採黙についても粗

漏なきを保すべからず｣２２という談話からも理解される

が，この理由では不十分である。一高校長の新渡戸稲造

は入学試験が一発勝負となることを欠点として指摘する

一方で，「山口熊本などの不便なる地方事校は比較的東

京より入畢志望者少数なるにより此等の畢校に志願する

者は従来よりも競争の範園を縮小さる魯事となるを以て

入肇は梢々容易になるべし｣２３と言っている。また，よく

４月に行われた高等学校長会議を報じる新聞記事におい

ても，「同曾議に於ける最も主要な問題は人肇試験施行

期日に関する事項にして各箪校同時に之を施行すとせば

志願者の多くは第一高等肇校にのみ集まるの結果同校に

ては事術の優秀なるものをも落第させしむること、なる

べきに反し他校に於ては志望者少なき篇に普通以下の豊

力のものにても収容せざるべからざること、なり甚だし

きに至っては所要の人員丈の志望者を得ることすら困難

にして殆んど無試験同様に人望せしむるの静儀なき場合

に立ち至るやも計り難きの虞あり｣24と報じられており，

一高と他の学校の格差が問題であることを示している。

このことからしても，廃止の理由は１９０６（明治３９）年

の高等学校長会議の建議で出された最初の３つの理由，

すなわち都市の学校と地方の学校との学校間格差のこと

の方が大きかったと考えるべきであろう。

かくして学校別選抜に戻ったわけだが，ここで先述の

試験期日をめぐって問題が発生した。４月の高等学校長

会議で，これまで多くの第二志望以下の生徒を入学させ

てきた七高が入学試験を他校に先んじて実施することを

主張した。さらにこの年新設された八高も最初の年で未

確定要素が多いため七高と同時に入学試験を行うことを

主張し，１９０８(明治４１）年度は七高と八高の繰り上げ入

試が実施されることになった。なお，八高はその年のみ

だったが〆七高は1910（明治４３）年まで繰り上げ入試

を行った。さらに七高は鹿児島という立地の関係から東

京にも受験会場を設置した。しかし，このような繰り上

げ入試に対して１９０９（明治４２）年の『中学世界』の増

刊号の入試についての予想をしている記事のなかでは，

今度は四高か五高あたりが先に入試をやりたいと言い出

すのではないかと予想するものや25，六高あたりから不

平が出て，二高や三高も平気ではないと予想するものが

あった26。この繰り上げ入試のもとでは不本意入学者を

出す恐れもある上に，結局は各学校のエゴイズムとしか

受け取られない部分もあるわけであり，問題であるとい

えよう。

「教育時論」に掲載された瀬戸視学官のコメントによ

れば，学校別選抜に戻った１９０８（明治４１）年の入学試

験は，数校に願書を提出する受験者や駆け込み出願によ

る混乱もあったが，第一志望の学校を受けるのだから

｢試験規定の改正は〆確かに教育上頗る有効なりと思'惟

す（傍点・引用者)」といい，繰り上げ入試を行った七高

などは倍率も高く優秀な学生を多く入学させたのではな

いかとしている。さらに高等学校入学実績は中学校の評

価にもつながるので，入試問題については多くの注意を

はらう必要があるとしながらも，全体的には好意的な評

価をしている27･しかし，１９０９（明治４２）年４月の高等

学校長会議で文部大臣が行った訓示では早くも新しい入

学試験制度に疑義が表明されている。それによると「将

来志望者の多数なる肇校に在りては次第に問題の程度を

高むるの傾向を生ずるなきを」保証できないのであり，

その結果「中肇校に於ては目校卒業生の高等事校入肇試

験における良好なる成績を得んことに腐心するの獣り徒

にその教授程度を高く」し，「中畢校が高等肇校の橡備校

たるの奇観を呈する」というのである。よって問題作成

の際は中学校教育の内容をよく参酌して作るようにとの

ことであった28･このような危Ｉ倶もあって入試問題が共

通になったのである。しかし，それで問題が解決したわ

けではなかった｡１９０９(明治４２)年の入試について－高

のコメントには，「本年ノ試験問題ハ大体常ヲ得ダルモ

ノナルヘキモ本校ノ受験生二封シテ梢、易キー過キタル

ノ感ナクンバアラス如何トナレバ本校受輪生ノ数非常二

多ク肇力優秀ナル者亦随テ多キカ故二本年ノ如キ平易ナ

ル問題ニテハ優秀ナル者卜格別優秀ナラザル者トノ差ヲ

判別シ難キ恐レアリ」とあり，「今後ハ今少シク程度ノ高

カラン受験生ノカヲ検スル上二於テー層ノ良結果ヲ得ベ

シト思考ス｣２９ということであった。その翌年も，「本年

ノ試験問題ハ大鵠二於テ先ツ其富ヲ得タリト謂フヘシ唯

前年二於ケル人筆者選抜二閲シ本項二於テ陳述セシ如ク

本年二於テモ亦梢々易キー過クルノ感ナクンハアラス即

チ本校ノ人肇苔選抜試験ノ問題トシテハ今少シク程度ノ

高カランコト賞際受験生ノ優劣ヲ検シ及落ヲ判スル上二

於テ便宜ナルヘシト思考ス｣３０という。共通試験のもと

では，一高にとっては問題が簡単になりすぎて選抜に苦

心した状況が分かるし，学校間格差がそのような状況を

生み出すほどに拡大していたことも分かる。１９１０（明治

43）年の『中学世界』の増刊号の記事によれば，入試日

の違う七高を別格にすれば，まずは一高であり，次いで

三高，八高，それから二高，五高，四高，六高と続くと

いう31。もっぱら競争率に基づいたこの序列だけですべ
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てを断定することはできないが，次章の統計資料にみる

各学校の序列から考えても，学校間格差に変化はないと

いえよう。

第２章各学校への影響

（１）入試関係統計資料にみる各学校への影響

総合選抜制の導入は旧制高等学校にどのような影響を

表２各学校別入学試験状況（大学予科のみ）

志願者

合格者

競争率

高四高五高六高七高八高山ロI司 局

1，６１７

２４７

６．５５

３１１

１５６

１．９９

５３３

１５１

３．５３

志願者

合格者

競争率

3４６

１７５

１．９８

５５１

228

2.42

５６２

２００

２．８１

５９８

２０７

２．８９

６４２

１９０

３．３８

1，４２４

３２７

４．３５

１９０１

(明治３４）

1,064

２４２

４．４０

志願者

合格者

競争率

303

１７１

１．７７

３０７

１２６

２．４４

２９４

１８０

１．６３

５１４

２２４

２．２９

５６３

１８３

３．０８

４２４

１９１

２．２２

1，３１０

３２３

４．０６

４５６

１９７

２．３１

１９０２

(明治３５）

７９３

２０２

３．９３

志願者

合格者

競争率

１９５

１８０

１．０８

２３８

１７９

１．３３

３８７

２３０

１．６８

２４７

１５６

１．５８

４７７

１８９

２．５２

６７５

１８６

３．６３

２８７

１７９

１．６０

1,702

３３０

５．１６

１９０３

(明治３６）

2，２３９

３６６

６．１２

志願者 ２４６

１７９

１．３７

3８７

２３０

１．６８

１７５

１５６

１．１２

１７８

１８０

０．９９

1，９８９

３３０

６．０３

６９６

１８６

３．７４

４０５

１８９

２．１４

1９０４

合格者

競争率
(明治３７）

志願者

合格者

競争率

志願者

合格者

競争率

７６

２７１

０．２８

２７８

３０６

０．９１

２６８

２５０

１．０７

３２３

２６２

１．２３

７１４

２５７

２．７８

２０６

２９１

０．７１

4，１１７

３９８

１０．３４

1９０７

第５２号２００１

与えたのだろうか。ここでは統計資料を用いて，その影

響について考えていくことにする。

表２は各学校別の入学志願者・合格者と競争率を示

したものである。これによれば，総合選抜制導入前は一

高などの一部の学校を除けば，倍率が２倍程度であった

ことが分かる。また七高は，初年度は新設というせいも

あるのだろうが，多くの志願者を集めた。総合選抜制期

2,363

３５５

６．６６

９２８

２２８

４．０７

７４９

１８３

４．０９

1903（明治３５）年から１９０７（明治４０）年の志願者は第１志望の数。

１９０２（明治３５）年：『官報』第５８２０号(1902.11.26)より

１９０３（明治３６）年：「専門学務局長ヨリ高等学校入学試験二関スル統計表送付」「文部省及諸向往復書簡」明治３６

年（甲)，ｐｐ､48-50,ｐ､５４より
1904（明治３７）年：「専門学務局長ヨリ高等学校入学試験二関スル諸統計表送付」『文部省諸向往復書簡』明治３７

年（甲)，頁数不明より

1907（明治４０）年：ＳＮ生「高等学校受験案内」『中学世界」第１０巻第１２号（1907.9.20)，ｐ､６０より

上記以外：「文部省年報」より

(備考）これと同様の表が斉藤利彦「競争と管理の学校史』ｐ・’２１にみられるが，総合選抜制期については筆者独
自の調査に基づき，またそれ以外の点もすべて再調査の上作成したものである。

1，３６５

２５２

５．４２

2，６１４

３５４

７．３８

８８３

２２３

３．９６

７５０

２４９

３．０１

1，１１９

３３０

３．３９

７６５

２５９

２．９５

1９０８

(明治４１）

(明治４３）

者
者
率

諏
錨
誇

1,350

３０６

４．４１

1，４２７

２３３

６．１２

７５９

２４０

３．１６

７２３

２４８

２．９２

９２９

３０９

３．０１

志願者

合格者

競争率

９９１

２３３

４．２５

１，１１６

２８０

３．９９

1９０９

(明治４２）

６６８

２２０

３．０４

７５２

２９７

２．５３

７９５

２４８

３．２１

８５１

２９５

２．８８

７０７

１９９

３．５５

1，６１２

２２１

７．２９

(明治４５）

７７１

２４９

３．１０

９０３

２７１

３．３３

2，１１６

３５３

５．９９

1９１０

1.074

２３６

４．５５

1９１２

1,188

３２０

３．７１

８４８

２３７

３．５８

８４７

２５４

３．３３

2,292

３４１

６．７２

６８４

２５８

２．６５
(明治４４）

９７５

２１０

４．６４

１，０５５

２６５

３．９８

１９１１

６４４

２０２

３．１９

９９７

３１４

３．１８

志願者

合格者

競争率

1,006

２０２

４．９８



第
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部

5７

1902（明治３５）年

｢専門学務局長ヨリ高等学校大学予科人学者ノ成績表送付」『文部省及諸向往復書簡」明治３５年（甲）（東京大学史

史料室所蔵)，ｐ,１４１より
一高にのみ設置の第一部丙類，第三部独語受験は除外した。

1903（明治３６）年

吉
向 五高

｛
ハ 七高山口合計四

ＦＴ

｢画］
Ｕ二２

１可 局
ｒｌ

Ｉｌ－ｊＪ

仁ゴ

｢ＩＵ

人 員

最高点

最低点

平均点

８０

６４８

４８１

５４２

６６

６１７

３７７

４４４

４２

６１９

４３５

４９３

６６

５６４

３７６

４２８

７９

５６４

３８０

４４８

９
６
０
３

２
８
８
５

５
３
４

０
４
４
４

４
５
６
８

手
３
３

４０

５０９

３７０

４０５

２
８
４
６

４
４
６
５

４
６
３
４

甲
類

第

人員

最高点

最低点

平均点

人員

最高点

最低点

平均点

４０

６８７

５０６

５６８

２５

５１２

３４５

４５７

４０

５８０

３７７

４６４

５
７
５
５

３
０
７
８

６
２
３

３９

５３５

２９２

４０１

２８

５１３

３６１

４１９

３９

５１０

２１４

３１３

３０

４５９

２５８

３３３

2７６

６８７

２１４

４１９

乙
類部

３４

４５７

３１０

３７９．０

人員

最高点

最低点

平均点

４
５
４
６

６
４
４
７

６
５
５

４０

６１８

４７３

５３１

３９

６６２

４９１

５４０

３０

５９２

４７１

５１３

３９

５７１

４７５

５０４

２４

５６８

４９１

５１９

３７

５３８

４５５

４７１

４０

５９９

４６７

４９２

３１３

６６２

４５５

５２３

甲
類

第

人員

最高点

最低点

平均点

人 員

最高点

最低点

平均点

３２

６４１

４４７

５２０

３０

５９３

３２２

４３１

２８

５９６

４０２

４７１

５
４
５
６

２
８
４
０

４
３
４

３０

５８１

３２２

４０１

１５

６０１

３６１

４５４

３０

５０４

３００

３４８

２５

４７１

３２２

３７０

２１５

６４１

３００

４２５

乙
類部

３５

５６１

２９１

３５８．５

員
点
点
点

高
低
均

人
最
最
平

６
６
６
９

２
５
５
８

６
５
５

６
５
５
２

３
３
５
０

６
４
５

５
７
９
０

３
０
０
４

６
５
５

３５

６４２

４６１

５１３

７
５
６
２

３
８
５
８

５
４
４

３０

５９６

４６２

５１０

４
２
２
６

３
１
４
５

５
４
４

６
６
３
３

３
６
５
８

５
４
４

９
６
２
７

６
５
４
０

２
６
４
５

｢専門学務局長ヨリ高等学校入学試験二関スル統計表送付」「文部省及諸向往復書簡』明治３６年（叩）（東京大学史

史料室所蔵)，ｐｐ､48-50より
－高にのみ設置の第一部丙類，第三部独語受験は除外した。

明治後期における旧制高等学校入試

表３各学校部類別得点データ

人員

最高点

最低点

平均点

７０

６２３

５２２

５５５．６

五高六 七高山口合計四

４０

５８８

４６３

508.1

ＬＯ

Ｉｒｊｊ i罰 局
嗣
可Ｉ

４０

６１３

４１３

４８２．６

３６

５７８

４１２

４９０．１

５０

５５２

２９１

３７３．７

４０

５９０

３７１

４４２．２

８０

６５３

４４２

５１１．０

５１

５５４

２８８

３９２．７

８０

６２５

２９１

３７８．９

３４１

６２３

４０１

４９６．９

３７

４５８

２８６

３５３．５

４０

５３６

２９２

３６６．６

４１２

６５３

２８６

４０８．３

甲
類

第

甲
類

第

第
三
部

４０

５８８

４２９

４８７．５

３０

４７０

２９５

３６２．５

３６

５５８

３１０

３９５．７

３１

４５２

２８７

３５１．３

４０

５１９

２９９

３４６．０

２８

５５１

３８７

４４５．０

３５

５２１

２８０

３０６．４

３２

４０１

２８３

３１０．３

２７９

５８８

２８０

３１７．６

乙
類部

２６

５４７

３８３

４３０．６

３０

６１５

４２４

５０６．６

４０

型7５

４０９

４３３．８

４１

５４１

４０５

４７２．２

３０

５２１

３９４

４１９．６

36

614

414

490.4

１６

５２３

４１６

４３３．６

４０

５１５

４１１

４５１．３

３８

５６１

４２４

４６２．６

４０

５９２

４０１

４６７．８

３５

５３８

４０９

４６０．４

２９６

６０５

４０７

４６２．１

２７

４８７

３８３

４０２．２

人員

最高点

最低点

平均点

２１７

６１５

３８３

４３６．８

３０

５４４

４００

４５９．８

４０

５５８

４０７

４２４．８

乙
類部

３５

５１０

４０９

４６３．６

２６

６０５

５１０

５０６．６

員
点
点
点

高
低
均

人
最
最
平

３０

４２０

３８３

３９１．５

４０

５９７

４３１

４７８．１

４０

５８０

４２０

４８１．３



４４

４７８

３５４

5８

1907（明治４０）年

部丙

類

六高 七 高 合 計高 四高五高局局

４８

８４１

７０１

損
》
》

４５

５３５

３５１

４３２

６８３

３５０

８５

５６５

３５０

８８

６３２

３５５

４２

５５２

３６５

８０

６８３

５３３

５０

６６５

３５３

４２

６２２

４２０

甲

第類

３６３

９８７

６９７

損
癖
》

４５

４９１

３３１

２７０

６６１

３３１

４５

５０３

３３１

４５

６６１

４５６

４５

６２８

３５４

４５

５２０

３５６

４５

５３２

３３３

乙
類

３５

８８９

７５４

損
需
》

４２

６４８

３５１

３００

６６４

３５０

４０

６６４

４９９

４３

６３０

３５８

４５

５０８

３５３

４２

５８５

３５０

４４

５６３

３５１

社会学研究科紀要第５２号２００１

表３（つづき）

３７

７９９

７０６

４６

７０２

６８２

娼
》
密

８４

９８７

８３０

３０２

１．００９

６８２

４７

９８５

７７１

４８

９７２

６９９

４２

８９２

７０６

４８

８０３

６９７

握
砕
癖

４６

９１７

７００

甲
第

類

(74）

9３１

７８０

娼
癖
癖

４３

８６７

６７８

７７

８０６

６９６

３０

８１０

６９０

３７

１，００９

６９７

４０

８４７

６８７

４３

９０６

６８０

４０

８８２

６８０

(2)山口高等学校の廃校

総合選抜制が実施されていた明治３０年代後半の旧制

高等学校は収容力において不足していた時期である。し

かし，そのような中で山口高等学校は１９０５（明治３８）

年に山口高等商業学校へと転換された。

山１－|高等学校は防長教育会が運営資金を拠出すること

によって他の学校に比べて自主裁量権が大きく認められ

ていた。山口県の尋常''１学校出身者は無試験での入学と

いう特典を待ち，授業料も減額されていた33．このよう

な特典により山口県は高等学校進学者を増やすことにな

り，このことは外山正一によって，「山口ノ元老輩ガ，早

ク十除年前二於テ莫大ノ教育資金ヲ募ツテ，大英断ヲ以

テ高等畢校ヲ設立セラレタルハ責二卓見デアル｣３４と絶

賛されている。

乙
部

類

４２

８８２

６８２

くれば一高とその他の学校の差は歴然であるし，その傾

向は１９０７（明治４０）になっても変わりはない。

また，地方の学校では入学辞退者も相当数に上ってい

たと考えられる。当時の受験生の間では，七高に振り分

けられるくらいなら入学を辞退した方がよいというよう

な考え方もあったのである32。

４３

７７７

６７６

４３

９０５

７１７

第
三
部

文部省専門学務局『明治四十年高等学校大学予科人学者選抜試験報告』（1908),ｐＰｌＯ８－ｌｌＯより
ただし人員は「官報」第７１５１号(1907.5.4),ｐ､１１５より
一高第三部の７４人は独語受験を含む。

一高にのみ設置の第一部１．類，第三部独語受験は除外した。

については「文部省年報」に各学校別の情報は記載され

ていないため，さまざまな資料からの情報を示してあ

る。この時期は，年々一高を志望する者が増え，その他

の学校，特に地方の学校では志願者を減らしている。

1907（明治４０)年には，七高を第一志望にする学生は入

学者の３分の１であり，一高の志願者との比は５４：ｌと

いうことにまでなった。総合選抜制廃止後については，

七高や八高の繰り上げ入試を行っている期間については

倍率も高くなっており，七高においては特にそれが顕著

に表れている。

しかし，競争率が高いということは必ずしも優秀な学

生を集めているということにはならない。表３は１９０２

(明治３５）年と１９０３（明治３６）年と１９０７（明治４０）年

の各学校の部類別の得点データである。各部類において

合格最低点のうち最高を記録しているのは１９０２（明治

35）年の第二部甲類の三高を除けばすべて一高である

が，表中で太字で斜体にしている得点の学校は合格最高

点が最高の合格最低点の学校を下回っている学校であ

る。これを見れば，一高と地方の学校との格差が見て取

れるし，また１９０２（明治３５）年と１９０３（明治３６）年

分の一高の合格最低点とその他の学校の合格平均点を比

214＋(74）

９３１

６７６



１８９５

１８９６

１８９７

１８９８

１８９９

１９００

１９０１

１９０２

１９０３

１９0４

１９０５

表４山口高等学校における山口県出身者 に，七高の回顧録についても検討していくことにする｡

８
０
３
４
４
５
９
６
１
３
９

５
０
２
４
５
３
９
５
２
４
６

１
２
２
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在籍者山口県出身者割合

総合選抜制による悪影響については先述の寛田の指摘

した通りである。さらに，五高ではいわゆる栗野問題と

いう問題も起こっている。これは外務省の高官の息子で

あった栗野昇太郎が１９０６（明治３９）年に五高から一高

に転校したことに端を発する問題である。彼が一高に転

校すると一高では猛烈な反対運動が起こり，寮の臨時総

代会で五高への復校を決議されるにまで至った。結局栗

野は一高にとどまるのだが，この問題は総合選抜制のも

とでの学校間の序列を如実に反映するような動きである

といえる。しかし，総合選抜制が廃止された後にそれが

解決したのかというとそうとはいえない。それは「吾人

は高等肇校，更に五高に就いて何等誇るべき点を有せ

ず。然かも吾人には一大自豊を要す。この自費を把持し

て更に大に前途に活躍する者にして，始めて己の本分を

蓋くし得る者也｣37という記事からもうかがえる。

このことは六高についてもいうことができる。七高の

ように前身として高等中学校を持たなかった六高は，そ

の意味では総合選抜期においては最も新しい学校であ

る。開校３年目にして総合選抜制が導入されており，校

風に関する論争も激しいものとなった。それゆえに入試

制度改革に伴う期待も大きかった。総合選抜制廃止直後

には，「本年度より高等肇校入肇試験制度を改め各肇校

随意に之を行うことになりしとき、喜びの‘情禁ずる能は

ず元来高等肇校の人畢試輪はまさにかくあるくかりし

なり｣38と喜んでいる。総合選抜制の弊害の一つとして，

｢各肇校生にして第一志望肇校に入肇するを得ずして第

二第三志望の肇校に人事したりしとせよ之れ等の翠生

中の一部分の生徒は常に自己が第一志望せし肇校の生活

は皆我に勝れりとなし自ら卑下し自己の畢校に封する愛

校心も薄く常にこの考をもちて何事にも封するが故に知

らざるの間に精紳卑屈となり倭松の如き人物となり終る

に至るべし｣３９という。さらに「入肇試験に閥して吾人更

に望むところのものあり日<志望畢科を一種に限ること

なり｣４０として，「例へば甲科を志望したる志願者あり而

して乙科に編入せられたりとせよ彼等の多くは不愉快な

る心にて毎日授業をうけ甚しきは中途にて退畢するもの

あり之れわが志望を達する能はずして難有迷惑なる他

科に編入せられたるによる｣4’という。入学試験制度の

改正を喜ぶだけにとどまらずさらなる改正案を出してい

るわけだが，それも究極的には不本意入学を防ぐための

ものである。その意味でも六高における危機感がうかが

える。
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しかし，防長教育会の財政は口増しに逼迫していっ

た。そこで’899（明治３２）年，山口高等学校への国庫

補助が決まったが，これは高等学校の増設拡張に協力す

るという交換条件があった。さらに，定員超過の際の無

試験検定の禁止，さらには１９０１（明治３４）年からは無

試験検定自体が禁止ということになり，総合選抜制の導

入によって入学者選抜における裁量権をすべて失ってし

まい，結局山口県民の利益を守れずに廃校に至った。当

時の山口高等学校における山口県出身者の割合は表４

の通りである。これを見れば，総合選抜制導入後山口県

出身者が著しく減っていることが分かる。山口高等学校

の廃校はもちろん財政的な問題によるところが大きいと

はいえるが，防長教育会にとって金銭的に多少苦しくて

も運営するだけのメリットがあるならば廃校にする必要

はなかったことからしても，総合選抜制の導入は廃校に

至らしめた一因であると考えられる35。

割合は％表示。

｢山口高等商業学校沿革史』，ｐｐ４１４－４１５より

(3)校友会雑誌などにみる影響

各学校で発行されていた校友会雑誌などにも入学試験

関係の記事が見られる。しかし，すべての学校の校友会

雑誌などに入学試験の話題が掲載されているわけではな

い。概して学校間の序列において中位以上に位置する学

校では入学試験の話は少ない。その理由としては入学試

験制度の変化による影響が小さかったからであると推測

される。寛田は五高と六高の校友会雑誌を用いて，総合

選抜制のもとで地方の高等学校の校風に与えた影響につ

いて検討をしており，不本意入学による劣等感が学校生

活へ悪影響を与えかねないとして総合選抜制の問題点を

指摘している36.本論文では，五高と六高の校友会雑誌

について総合選抜制廃止後を中心に検討を加えるととも
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しかし，それも絶望へとかわっていく。ある新入生に

よれば，「富時我僚校たる第一高等肇校の名天下に喧博

し，其篭城主義，ストーム主義は直ちに向陵精神の具鵠

的護動なりと歌はれ，如是精紳，如是主義の功果如何は

姑<錯き，それが特立的燭歩的事象なるに於て，兎に角

向陵精紳なる者の事寅上存在せるを確認し，吾が特に笈

を移さんとする六高に於ても，亦一個の精紳，一個の主

義として，如是事象の存在するあるを信じ｣42ていたの

に，結局六高に入っても一高流のストームやデカンショ

節しか聴くことがないという。そして，「彼等は要するに

模倣也。模擬也。猿員似也。主義精紳の名，果して或限

定的意味を含有するありとすれば，彼等は決して三文の

債値だに有するものに非ず」といい，「予が此れ間に於け

る経駿の錦納的論決に懸櫨し，強いて六陵精神，六陵主

義なるもの、形膿を描出せんと欲せば，予云ふくきあ

り。日く「六陵精神，六陵主義とは要するに是空のみ。

侭装のみ。虚償のみ。鬼面人を嚇すの類のみ』｣43と断言

する。総合選抜制が廃止されても校風レベルにおいても

一高優位の体制に揺らぎはなかったのである。

七高は創立２５周年を記念して『記念誌」を発行して

いる。卒業後の回想であるゆえに実情とのずれも考慮す

る必要があるが，時間がたっているだけにそこであえて

入学試験のことを語ることに意義を求められる。

明治三十九年の九月であった。その年の春土佐の

中事校をでた私は，所謂笈を負ふて東京に遊肇中，

ふと高等望校の試験をうける気になって，うける

と，七高に入事出来たので，はるばる鹿見島下りを

やったものである44。

もう遠い昔のこと，明治四十二年の春に中事校を

出て例年になく早く執行された七高の入事試験を受

けたのは一高のとある教室。案外易々と人望許可の

葉書を受け取って，その年の秋には二十年間生ひ

立って来た千葉県の片田舎から，未だ識道の全通し

てゐない鹿見島へ神戸からは汽船にたよって，日向

灘やら佐多岬の波にもまれて，同じ日本で居ながら

言葉も通じないといふ，薯焼酎の国へと行ったので

あった45。

両者とも鹿児島に「下る」というニュアンスがありあ

りとしている。しかも後者の回想においては，繰り上げ

入試によって高倍率を記録した「薯焼酎の国」の学校の

入学試験をして「案外易々」であったというのである。

第５２号２００１

当時の七高の厳しい状況を兄ることができる。しかしこ

こでは触れないが，入学試験における挫折を物語った筆

者たちにとっても学校生活は楽しかったものとして回想

されている。このことは||｣制高等学校における入学試験

の位置付けを考える上で見逃してはならない点であろ

う。

おわりに

明治後期の旧制高等学校入試は幾度ともなく改革が繰

り返された。その中でもっとも大きな改革といえる

1902（明治３５)年から導入された総合選抜制は，入学者

の学力水準の引き上げと同時に学校間格差を解消するた

めのものであったが，さらなる学校間格差を生み，６年

後に廃止された。その意味でこの総合選抜制は失敗だっ

たといえるが，無意味であったとはいえない。以下では

２点ほど取り上げ，総括を試みたいと思う。

一つは総合選抜制の導入によりそれまで顕在化するこ

との少なかった学校間格差が表面化したことである。こ

れは後の旧制高等学校入試，そして現在の大学入試を考

える上でも非常に意義のあることと言える。すなわち旧

制高等学校入試はその初期から学校間格差の問題を抱え

ていたのであって，その問題は現在まで続いているとい

うことである。

この学校間格差に対する政府（文部省）と各学校の考

え方について言えば，文部省は高等学校をあくまで国家

のエリート養成機関として考えていたといえる。それは

学校別選抜に難色を示しつづけたことからも明らかであ

る。共通試験を行うということは，少なくとも制度的に

は学校別選抜よりは入学者に対して一定の質を保証しや

すいことになるからである。一方各学校では地方の学校

を中心に総合選抜制に対し批判的な姿勢をとるように

なってはいたが，廃止後の各学校の対応を考えても結局

どの学校も優秀な学生を集めたい，すなわち学校間の序

列において上にありたいと考えていることがわかる。結

果的に国の政策意図通りになったという意味で旧制高等

学校自身もそのエリート性を否定することはなかったと

いえよう。

ところで，総合選抜という方法はある意味徹底的な能

力主義と考えることができる。総合選抜制はたった６年

で廃止に追い込まれたという意味で失敗といえるが，帝

国大学への進学を事実上保証されていた当時の卒業生に

とって出身校は本質的な問題ではないのだから，このよ

うな徹底した能力主義的選抜を行うこと目体に問題はな

いはずである。しかし，大愚の不本意入学者を輩出する
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点については問題と考えられるし，どの学校でも同じな

らば旧制高等学校は単なる帝1K|大学の予備校である。高

等学校大学予科である以上それはある程度は避けられな

いことは事実であるが，そこでは３年間にわたって一つ

の学校としての教育が行われている以上，その意味で高

等学校の自律性は守られてしかるべきである。しかしな

がら，総合選抜制のもとでは不本意入学という危険性が

ありながらも，帝国大学への進学の保証という一種の特

典を求めて多くの受験生が高等学校を受験したのであ

る。その意味で総合選抜制は学校制度全体の力関係の中

で高等学校を帝国大学への予備校として埋没させる働き

をもつ制度であるといえる。しかし，学校別選抜や共通

試験にしたところでそこに現れたのは自校の利益を最優

先として考える各学校のエゴイズムであった。この点か

らいっても単に学校別選抜がよいということはできな

い。また，「IKl家ノ須要二応スル学術技芸」が教授される

帝国大学への進学が保証されている教育機関に対して国

家の側からなんら規制がないということも考えにくい。

明治後期の旧制高等学校入試は，能力主義，高等学校の

自律性，国家からの要請という諸問題によりさまざまな

方向に傾くものの，一向にその問題の解決を兇ることは

なかったということができよう。それが後の時代で解決

したのかを研究することは今後の課題である。

もう一つは旧制高等学校入学者の学力水準の向上が推

測されるという点である。多くの受験生が一高を第一志

望としていた以上，総合選抜制導入以前よりも高い学力

が求められたと考えられるからである。しかし，この点

については，入学試験の内容の検討が必要である。この

ことは，当初の目的通り学力の低い者を一律にふるい落

としうる試験であったかどうかという問題にも関わって

くる。この点については今後のさらなる研究が必要であ

る。

本論文では明治後期の入学試験について総合選抜制期

を中心に考察を進めてきたが，１９１７（大正６）年に総合

選抜制は再び導入されている。今後は大正期以降の研究

もあわせて進めることで，旧制高等学校入試の全休像を

把握していくことにしたい向
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